
診療におけるICTの活用について

１．オンライン診療について

１－１．オンライン診療に係る現状等について

１－２．オンライン診療料等について

２．オンライン資格確認について

３．電子処方箋について

４．論点

2



オンライン診療に係るとりまとめ
経済財政運営と改革の基本方針2021（令和３年６月18日閣議決定）（抄)
第３章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革

2. 社会保障改革
（１）感染症を気に進める新たな仕組みの構築

オンライン診療を幅広く適正に活用するため、初診からの実施は原則かかりつけ医によるとしつつ、事前に患者の状態が把握できる場合にも認
める方向で具体案を検討する。

規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）（抄)
Ⅱ 分野別措置事項

2. デジタル時代に向けた規制の見直し
（18）オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省

34

オンライン
診療・オン
ライン服薬
指導の特例
措置の恒久
化

a オンライン診療・服薬指導については、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、現在の時限的措置を着実に実施
する。
b 医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、国民の医療へのアクセス
の向上等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診療が幅広
く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係学会の協力を
得て、オンライン診療活用の好事例の展開を進める。
c 情報通信機器を用いたオンライン診療については、初診からの実施は原則、かかりつけ医による実施（かかりつけ医以外
の医師が、あらかじめ診療録、診療情報提供書、地域医療ネットワーク、健康診断結果等の情報により患者の状態が把握で
きる場合を含む。）とする。

かかりつけ医がいない患者や、かかりつけ医がオンライン診療を行わない患者で上記の情報を有さない患者については、
医師が、初回のオンライン診療に先立って、別に設定した患者本人とのオンラインでのやりとりの中でこれまでの患者の医
療履歴や基礎疾患、現在の状況等につき、適切な情報が把握でき、医師・患者双方がオンラインでの診療が可能であると判
断し、相互に合意した場合にはオンライン診療を認める方向で一定の要件を含む具体案を検討する。その上で、対面診療と
の関係を考慮し、診療報酬上の取扱いも含めて実施に向けた取組を進める。
d オンライン服薬指導については、患者がオンライン診療又は訪問診療を受診した場合に限定しない。また、薬剤師の判断
により初回からオンライン服薬指導することも可能とする。介護施設等に居住する患者への実施に係る制約は撤廃する。こ
れらを踏まえ、オンライン服薬指導の診療報酬について検討する。
e オンライン資格確認等システムを基盤とした電子処方箋システムの運用を開始するとともに、薬剤の配送における品質保
持等に係る考え方を明らかにし、一気通貫のオンライン医療の実現に向けて取り組む。

a ： 新 型 コ ロ
ナウイルス感
染症が収束す
るまでの間、
継続的に措置
b ～ e: 令 和 ３
年度から検討
開始、令和４
年度から順次
実施
（電子処方箋
システムの運
用については
令和４年夏目
途措置）

厚生労働
省

成長戦略（令和３年６月18日閣議決定）（抄)
第13章 重要分野における取組
２．医薬品産業の成長戦略

オンライン診療は、安全性と信頼性をベースに、かかりつけ医の場合は初診から原則解禁する。 3



「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しについて

• オンライン診療の適切な実施に関する指針は定期的に見直しを行うこととされており、前回の見直しは令

和元年７月に行った。

• その後、初診からのオンライン診療等の論点について本検討会で議論を行ってきた。

• 第17回、第18回の検討会において以下の５つの論点ごとに指針改定の方向性についてご議論いただき、整

理が行われた。

• この整理を踏まえて、次ページ以降のポイントのとおり指針の改定を行うこととしたい。

指針の見直しについて

1. 初診に必要な医学的情報

2. 診療前相談について

3. 症状について

4. 処方について

5. 対面診療の実施体制について

ご議論いただいた論点

令和３年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料１－１
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初診に必要な医学的情報

初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこと。ただし、既往歴、服薬歴、ア

レルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情

報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク及びお薬手帳等から把握でき、患者の症状と合わせて

医師が可能と判断した場合にも実施できる（後者の場合、事前に得た情報を診療録に記載する必要がある。）。

改定案

• 診療に必要な医学的情報について、一律の基準を定めることは困難。

• オンライン診療を実施する前に患者が保有する医学的情報を医師に提供し、患者の症状と合わせて当該医

師が可能と判断した場合に、オンライン診療を実施できることとする。

• 得た情報について診療録に記載する。

見直しのポイント

令和３年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料１－１
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診療前相談について

診療前相談は、日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師(以下、

本指針において「かかりつけの医師」という。)以外の医師が初診からのオンライン診療を行おうとする場合

（医師が患者の医学的情報を十分に把握できる場合を除く。）に、医師－患者間で映像を用いたリアルタイム

のやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報を確認する行為。 適切な情報が把握でき、医師・患者

双方がオンラインでの診療が可能であると判断し、相互に合意した場合にオンライン診療を実施することが可

能（オンライン診療を実施する場合においては、診療前相談で得た情報を診療録に記載する必要がある。オン

ライン診療に至らなかった場合にも診療前相談の記録は保存しておくことが望ましい。 ）。

なお、診療前相談は、診断、処方その他の診療行為は含まない行為である。

診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診療を行うのが他院である場合は、診療前

相談で得た情報について必要に応じて適切に情報提供を行うこと。

診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行えない可能性があることや、診療前相談の

費用等について医療機関のホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが必要である。

改定案

• 医師・患者間でリアルタイムのやりとりを行い、相互に合意した場合にオンライン診療を行う。

• 診療前相談はオンライン診療が可能かどうかを判断する枠組であり、この段階では処方や診断は行わない。

• 診療前相談を経てオンライン診療を実施する場合には、診療前相談で得た情報について診療録に記載する。

• 他院での対面受診が必要な場合は、診療前相談で得た情報について必要に応じて適切に情報提供を行う。

• オンライン診療が行えない可能性及び診療前相談の費用等についてあらかじめ患者に十分周知する。

見直しのポイント

令和３年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料１－１
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症状について

オンライン診療の実施の可否の判断については安全にオンライン診療が行えることを確認しておくことが必

要であることから、オンライン診療が困難な症状として、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライ

ン診療の初診に適さない症状」等を踏まえて医師が判断し、オンライン診療が適さない場合には対面診療を実

施する(対面診療が可能な医療機関を紹介する場合も含む。)こと。なお、緊急性が高い症状の場合は速やかに

対面受診を促すことに留意する。

改定案

• オンライン診療が可能な症状かどうかについて、日本医学会連合が作成している「オンライン診療の初診

に適さない症状」等を踏まえて医師が判断する。

• 上記の可否の判断は速やかに行う。

見直しのポイント

令和３年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料１－１
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処方について

現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られることから診断や治療に必要な十分な医学的情報を

初診において得ることが困難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。

患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬

品の処方を行う場合は、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十

分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。

ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。

• 麻薬及び向精神薬の処方

• 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品（診療報酬における薬剤

管理指導料の「１」の対象となる薬剤）の処方

• 基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する８日分以上の処方

改定案

• オンライン診療は、診察手段が限られることから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得

ることが困難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができる医薬品は限られる。

• 初診での医薬品の処方は、日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検

討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行う。

• さらに、時限的・特例的措置における取扱いと同様の規定を設ける。

見直しのポイント

令和３年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料１－１
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対面診療の実施体制

• 初診からのオンライン診療は原則かかりつけの医師が行うものであり、対面診療が必要になった場合には

当該かかりつけの医師が行うことが原則。

• 例外として、かかりつけの医師以外の医師が初診からのオンライン診療を行うのは、

 かかりつけの医師がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、かかりつけの医師がオン

ライン診療に対応できない場合

 患者にかかりつけの医師がいない場合

 かかりつけの医師がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場

合（必要な連携を行っている場合を含む）や、セカンドオピニオンのために受診する場合

• が想定される。その際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられるようにしておくことが、安全

性が担保されたオンライン診療が実施できる体制として求められるのではないか。

• オンライン診療後の対面診療については、

 かかりつけの医師が存在する場合には、オンライン診療を行われた患者が、オンライン診療を行った

医師からかかりつけの医師に紹介され実施されることが望ましい。

 かかりつけの医師がいない場合等においては、オンライン診療を行った医師が対面診療を行うことが

望ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介されることも想定されるのではないか

（オンライン診療を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、

より適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる）。

• なお、オンライン診療は直接の対面診療を適切に組み合わせて行うことが原則である。

見直しのポイント

令和３年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料１－１
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対面診療の実施体制

「かかりつけの医師」以外の医師が診療前相談を行った上で初診からのオンライン診療を行うのは、

• 「かかりつけの医師」がオンライン診療を行っていない場合や、休日夜間等で、「かかりつけの医師」がオ

ンライン診療に対応できない場合

• 患者に、「かかりつけの医師」がいない場合

• 「かかりつけの医師」がオンライン診療に対応している専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場合

（必要な連携を行っている場合、D to P with Dの場合を含む。）や、セカンドオピニオンのために受診する

場合

が想定される。その際、オンライン診療の実施後、対面診療につなげられるようにしておくことが、安全性が担

保されたオンライン診療が実施できる体制として求められる。

オンライン診療後の対面診療については、

• 「かかりつけの医師」がいる場合には、オンライン診療を行った医師が「かかりつけの医師」に紹介し、

「かかりつけの医師」が実施することが望ましい。

• 「かかりつけの医師」がいない場合等においては、オンライン診療を行った医師が対面診療を行うことが望

ましいが、患者の近隣の対面診療が可能な医療機関に紹介することも想定される（ただし、オンライン診療

を行った医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行っ

た医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる。）。

初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の後にその後の治療方針（例えば、次回の診察の日時

及び方法並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等）を患者に説明する。

対面診療の実施体制

令和３年11月29日 第19回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 資料１－１
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オンライン診療（遠隔診療）の取扱い 診療報酬上の対応

平成９年 平成9年12月（医政局長通知）
「離島、へき地の場合」などの遠隔診療を認める

－
平成27年 平成27年8月（事務連絡）

「離島、へき地」については例示であることを明確化

平成30年 平成30年３月（医政局長通知）
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を発出

平成30年度診療報酬改定
「オンライン診療料」等を新設

令和元年 令和元年７月
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」改訂

－

令和２年 令和２年度診療報酬改定
「オンライン診療料」等の見直し等

令和３年
(現在)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応（主なもの）

【初診】
○ 初診から電話やオンラインで診療可能

【再診】
○ 慢性疾患を抱える定期受診患者について、症
状に変化が生じた場合においても、電話やオン
ライン診療を実施した場合の処方可能

○ 事前の計画作成は不要

【初診】
○ 電話や情報通信機器を用いた診療を実
施した場合、初診料を算定可能

【再診】
○ 慢性疾患を有する定期受診患者に対し
て、電話等再診料等を算定可能

○ 電話や情報通信機器を用いた診療を実
施した場合、管理料を算定可能

オンライン診療にかかる評価の経緯 中 医 協 総 － ３
３ ． ７ ． ７

12



オンライン診療料等について①

13

令和２年度診療報酬改定後

○オンライン診療料の要件見直し
・事前の対面診療の期間を６月から３月に見直す。
・緊急時の対応について、患者が速やかに受診可能な医療機関で対面診
療を行えるよう、あらかじめ患者に受診可能な医療機関を説明した上で、
診療計画に記載しておくこととする。

・オンライン診療料の対象疾患に、定期的に通院が必要な慢性頭痛の患
者及び一部の在宅自己注射を行っている患者を追加する。

○オンライン診療のより柔軟な活用（医療資源の少ない地域等）
・やむを得ない事情がある場合、他の保険医療機関の医師が、医師の判断で初
診からオンライン診療を行うことを可能とする。

・医師の所在に係る要件を緩和。
○かかりつけ医と連携した遠隔医療の評価（遠隔連携診療料の新設）
・希少性の高い疾患等、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患

に対して、かかりつけ医のもとで、事前の情報共有の上、遠隔地の医師が情報
通信機器を用いた診療を行う場合について新たな評価を行う。

令和２年度診療報酬改定の主な改定事項

※青字部分は令和２年度改定において見直し等を実施オンライン診療料 71点（月１回）

［主な算定要件］

（１） 対面診療とビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した診療（オンライン診療）を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいて計画的なオンライン診療を
行った場合に算定。連続する３月の間に対面診療が一度も行われない場合は算定できない。

（２） 日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者を対象として実施すること。患者の急変時等の緊急時には、原則、当該医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、
やむを得ず対応できない場合は、事前に受診可能な医療機関を説明し、計画に記載しておくことでよい。

（３） オンライン診療を行う医師は、対面診療を行った医師と同一の医師であること。
（４） 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針（オンライン診療の適切な実施に関する指針）に沿って診療を行うこと。

（５） オンライン診療料を算定した同一月に、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。また、当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の
料金の徴収はできない。

（６） オンライン診療は、当該保険医療機関内において行う。ただし、医療資源が少ない地域等に所在する保険医療機関又はへき地医療拠点病院において、当該保険医療
機関で専門的な医療を提供する観点から、オンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関の医師が継続的な対面診療を行っている場合は、
医師の判断により当該他の保険医療機関内においてオンライン診療を行ってもよい。

（７） 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、医師の急病等やむを得ない事情により、当該保険医療機関が、同一の二次医療圏に所在するオ
ンライン診療料の施設基準を満たすものとして届け出た他の保険医療機関に依頼し、情報通信機器を用いて初診が行われた場合に、月１回に限り算定する。

特定疾患療養管理料 てんかん指導料 糖尿病透析予防指導管理料 認知症地域包括診療料 在宅時医学総合管理料 在宅自己注射
指導管理料※

小児科療養指導料 難病外来指導管理料 地域包括診療料 生活習慣病管理料 精神科在宅患者支援管理料

② 事前の対面診療・画像検査等で一次性頭痛と診断されている慢性頭痛患者 ※糖尿病、肝疾患（経過が慢性なも
の）又は慢性ウイルス肝炎に限る。

［施設基準］
（１） 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有すること。
（２） 一月あたりの再診料等（電話等再診は除く）及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が１割以下であること。

［対象患者］

オンライン診療料が算定可能な患者は以下①～②について３月以上診療を行っており、かつ、オンライン診療を実施する直近３月の間、毎月対面診療を行っている患者。
（直近２月の間にオンライン診療料の算定がある場合を除く。）
① 下表の医学管理料等を算定する患者

中 医 協 総 － ３
３ ． ７ ． ７



オンライン診療料等について②
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令和２年度診療報酬改定後

遠隔連携診療料 ５００点

［算定要件］

（１）別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入
院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当
該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師
と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に３月に１回に
限り算定する。

（２）遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機関の医師が、他
の保険医療機関の医師に診療情報の提供を行い、当該医師と連携して診療を行うことについて、
あらかじめ患者に説明し同意を得ること。

（３）遠隔連携診療料が算定可能な患者は、難病の患者に対する医療等に関する法律第５条第１項
に規定する指定難病又はてんかん（外傷性のてんかんを含む。）の疑いがある患者に限ること。

（４）他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った際には、患者に対面診療を行っている保険医
療機関の医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。

（５）当該他の保険医療機関は、「都道府県における地域の実情に応じた難病の医療提供体制の構
築について」（平成29 年４月14 日健難発0414 第３号厚生労働省健康局難病対策課長通知）に規

定する難病診療連携拠点病院又は「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」（平成
27 年５月28 日障発0528 第1 号）に定めるてんかん診療拠点機関であること。

（６）連携して診療を行う他の保険医療機関の医師は、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた
診療に係る指針に沿って診療を行うこと。また、当該他の保険医療機関内において診療を行うこと。

（７） 事前の診療情報提供については、区分番号「Ｂ００９」診療情報提供料（Ⅰ）は別に算定できない。

（８）当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当
該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

［施設基準］
厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に
沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

情報通信機器を用いた場合の医学管理料 100点
（１月につき）

○令和2年度改定において、オンライン医学管理料について、医学管理等の通則
から、個別の医学管理料における情報通信機器を用いて行った場合の評価に
見直し。

○情報通信機器を用いた場合の評価が設けられている管理料
・特定疾患療養管理料、地域包括診療料、小児科療養指導料、認知症地域包
括診療料、てんかん指導料、生活習慣病管理料、難病外来指導管理料、在
宅時医学総合管理料、糖尿病透析予防指導管理料、精神科在宅患者支援
管理料
・在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患（経過が慢性なもの
に限る。）又は慢性ウイルス肝炎の患者

（例：特定疾患療養管理料の場合）
［算定要件］
（１）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た保険医療機関において、区分番号Ａ００３に掲げるオンライン
診療料を算定する際に特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通
信機器を用いて行った場合は、注１の規定にかかわらず、所定点数に代えて、
特定疾患療養管理料（情報通信機器を用いた場合）として、月１回に限り100
点を算定する。

（２）「注５」に規定する点数は、対面診療とオンライン診療を組み合わせた診療計
画を作成し、当該計画に基づいてオンライン診療による計画的な療養上の医
学管理を行うことを評価したものであり、オンライン診療を行った月に、オンラ
イン診療料と併せて、月１回に限り算定する。

（３）「注５」に規定する点数が算定可能な患者は、特定疾患療養管理料を初めて
算定した月から３月以上経過しているものに限る。

［施設基準］
オンライン診療料の届出を行っていること。

電話等による再診
［算定要件］

(１) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接（電話、テレビ画像等による場合を含む。）に、治療上
の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない。ただし、平成30 年３月31 日以
前に、３月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理を前提とした医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、
当該再診料を引き続き算定することができる。その場合には、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。

(２) 当該再診料を算定する際には、第２章第１部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。

(３) 当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。

※平成３０年度改定において、オンライン診療料新設にあたり整理

※令和２年度改定において新設

主治医のもとで遠隔地の医師が
オンライン診療を行う（初診も可）

中 医 協 総 － ３
３ ． ７ ． ７



管理料
点数

主な対象疾患
管理料に包括される範囲
（対面診療の場合）対面 オンライン

特定疾患療養
管理料

87点※２

147点※３

225点※４

100点

高血圧性疾患、糖尿病、甲状腺障害、虚血性心疾患、
心不全、肺気腫、喘息、脳血管疾患、胃炎・十二指腸
炎、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、慢性肝疾患、悪性新生物、
結核 等

－

小児科療養
指導料

270点
脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン
症、川崎病（冠動脈瘤のあるもの）、小児慢性特定疾病
等

－

てんかん
指導料

250点 てんかん（外傷性のものを含む） －

難病外来指導
管理料

270点 指定難病、その他これに準ずる疾患 －

糖尿病透析予
防指導管理料

350点 糖尿病患者のうちHbA1cがJDS値で6.1%以上（NGSP値
で6.5%以上）や薬物療法中で腎症２期以上の患者

外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料

地域包括
診療料※１

1600～
1660点

脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症

（以下の項目のみ算定可能）
再診料の注５～７の加算、地域連携小児夜間・休日診療料、診療情
報提供料Ⅱ、在宅患者訪問診療料Ⅰ･Ⅱ、在医総管、施設総管を除く
在宅医療、処方料及び処方箋料を除く投薬

認知症地域
包括診療料※１

1613～
1681点

脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症

（以下の項目のみ算定可能）
再診料の注５～７の加算、地域連携小児夜間・休日診療料、診療情
報提供料Ⅱ、在宅患者訪問診療料Ⅰ･Ⅱ、在医総管、施設総管を除く
在宅医療、処方料及び処方箋料を除く投薬

生活習慣病
管理料※１

650～
1280点

脂質異常症、高血圧症、糖尿病
糖尿病合併症管理料、がん性疼痛緩和指導管理料、外来緩和ケア
管理料及び糖尿病透析予防指導管理料を除く医学管理料並びに検
査、投薬、注射及び病理診断

在宅自己注射指
導管理料※５

750～
1230点

糖尿病、肝疾患
G000皮内、皮下及び筋肉内注射、G001静脈内注射及びG004点滴注
射

※１ 200床未満に限る ※２ 100床～200床未満の病院 ※３ １00床未満の病院 ※４ 診療所 ※５ 糖尿病、肝疾患

情報通信機器を用いた場合の医学管理料について

15

○ オンライン診療料を算定可能な管理料が対象としている疾患は以下のとおり。
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外来栄養食事指導（情報通信機器の活用）の見直し

 栄養食事指導の効果を高めるため、外来における栄養食事指導における継続的なフォローアッ
プについて、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を見直す。

外来栄養食事指導料の見直し

令和２年度診療報酬改定 Ⅰ－４ 業務の効率化に資するICTの利活用の推進 －③

現行

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 260点
ロ ２回目以降 200点

［算定要件］
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な
献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月に
あっては月２回に限り、その他の月にあっては月１回に限り算定
する。

改定後

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 260点
ロ ２回目以降

(1) 対面で行った場合 200点
(2) 情報通信機器を使用する場合 180点
［算定要件］
注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師
の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、
初回の指導を行った月にあっては月２回に限り、その他の月にあっては月１回
に限り算定する。

２ ロの(2)については、医師の指示に基づき管理栄養士が電話等によって必要な
指導を行った場合に、月１回に限り算定する。

初診
栄養指導（対面）

再診※
栄養指導（対面）

栄養指導
（電話等）

260点

２週 ４週 ４週 ４週

栄養指導
（電話等）

栄養指導
（電話等）

180点 180点 180点200点

算定の例

２週

栄養指導
（電話等）

180点

※：外来受診時は、対面での栄養食事指導を実施
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ニコチン依存症管理料の見直し

 ニコチン依存症管理料について、２回目から４回目に情報通信機器を用いた診療に係る評価
を新設する。

 初回から５回目までの一連のニコチン依存症治療に係る評価を新設する。
 ニコチン依存症管理料について、加熱式たばこの喫煙者も対象となるよう要件の見直しを行う。

令和２年度診療報酬改定 Ⅱ－11 医療におけるＩＣＴの利活用 －⑧

現行

【ニコチン依存症管理料】
１ 初回 230点
２ ２回目から４回目まで 184点
３ ５回目 180点

改定後

【ニコチン依存症管理料】
１ ニコチン依存症管理料１
イ 初回 230点
ロ ２回目から４回目まで

(1) 対面で診察を行った場合 184点
(2) 情報通信機器を用いて診察を行った場合 155点
ハ ５回目 180点
２ ニコチン依存症管理料２（一連につき） 800点

[算定要件]
・ 禁煙を希望する患者であって、スクリーニングテスト（ＴＤＳ）等によりニコチン依
存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明
を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及
び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、１の場
合は５回に限り、２の場合は初回指導時に１回に限り算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分
の70に相当する点数により算定する。

・ ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のため
の標準手順書」（日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器
学会の承認を得たものに限る。）に沿って、初回の当該管理料を算定した日から
起算して12週間にわたり計５回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱
式たばこを喫煙している患者ついても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿っ
て禁煙治療を行う。

２週 ２週 ４週 ４週

算定方法（５回受診で一連）

初回対面 最終回対面

初回 再診① 再診② 再診③ 再診④

２～４回目の受診は
対面でもオンラインでも可

◆受診ごとに算定する場合

対面診療の場合 184点

情報通信機器を
用いた診療の場合 155点

◆一連の包括払いの場合（全５回）

一連につき 800点

対面と情報通信機器の
どちらで受診してもよい

＜２～４回目の費用＞



在宅医療における診療報酬上の評価構造（イメージ）

①定期的に訪問して診療を
行った場合の評価

②総合的な医学的管理等
を行った場合の評価

③指導管理等に対する
評価

同一建物居住者以外

在 宅 患 者 訪 問 診 療 料 ( 1 回 あ た り )

在宅がん

医 療

総 合

診 療 料

○ 在宅医療に対する診療報酬上の評価は、①訪問して診療を行ったことに対する評価、②総合的な医学的管理に対する評価、
③人工呼吸器その他の特別な指導管理等に対する評価の、大きく３種類の評価の組み合わせで行われている。

在宅人工呼吸指導管理料その他の特別な指導管理等に応じた評価

○単一建物診療患者数、重症度及び
月の訪問回数により段階的に評価

○特別な指導管理を必要とし、頻回
の診療を行った場合等は加算によ
り評価

※末期の悪性腫瘍
の患者に、週4
回以上の訪問診
療・訪問看護等
総合的な医療を
提供した場合の
包括的な評価

※特に規定するも
のを除き、診療
に係る費用は包
括

○居住場所により段階的に評価
○乳幼児等の診療、看取り等については、

加算により評価
○原則として週3回の算定を限度とするが、

末期の悪性腫瘍等一部の疾患については
例外を規定

※上記に加え、検査、処置その他診療に当たって実施した医療行為等については、特段の規定がない場合、出来高にて算定することができる。

在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合管理料 (1月あたり)

同一建物居住者

中医協 総－１－１
３ ． ８ ． ２ ５
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主な診療報酬
※ 在宅療養支援診療所：在支診

在宅療養支援病院：在支病

機能強化型在支診･
在支病（病床あり）

機能強化型在支診・
在支病（病床なし）

在支診・在支病 その他

往診料の加算等
緊急往診加算
夜間休日加算
深夜加算

850点
1700点
2700点

750点
1500点
2500点

650点
1300点
2300点

325点
650点

1300点

在宅患者訪問診療料（Ⅰ）
在宅ターミナルケア加算 6500点 5500点 4500点 3500点

1人 ２～９
人

１０人
～

1人 ２～９
人

１０人
～

1人 ２～９
人

１０人
～

1人 ２～９
人

１０人
～

①月２回以上訪問
（重症患者）

5400
点

4500
点

2880
点

5000
点

4140
点

2640
点

4600
点

3780
点

2400
点

3450
点

2835
点

1800
点

②月２回訪問 4500
点

2400
点

1200
点

4100
点

2200
点

1100
点

3700
点

2000
点

1000
点

2750
点

1475
点

750点

③月１回訪問 2760
点

1500
点

780
点

2520
点

1380
点

720
点

2300
点

1280
点

680点 1760
点

995点 560点

1人 ２～９
人

１０人
～

1人 ２～９
人

１０人
～

1人 ２～９
人

１０人
～

1人 ２～９
人

１０人
～

①月２回以上訪問
（重症患者）

3900
点

3240
点

2880
点

3600
点

2970
点

2640
点

3300
点

2700
点

2400
点

2450
点

2025
点

1800
点

②月２回訪問 3200
点

1700
点

1200
点

2900
点

1550
点

1100
点

2600
点

1400
点

1000
点

1950
点

1025
点

750点

③月１回訪問 1980
点

1080
点

780点 1800
点

990点 720点 1640
点

920点 680点 1280
点

725点 560点

在宅がん医療
総合診療料

院外処方 1800点 1650点 1495点 －

院内処方 2000点 1850点 1685点 －

在
宅
時

医
学
総
合
管
理
料

施
設
入
居
時
等

医
学
総
合
管
理
料

在宅医療における主な診療報酬の比較
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オンライン在宅管理料等について

在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料 100点（１月につき） （平成30年度診療報酬改定において新設）

［主な算定要件］
ア オンライン在宅管理料は、対面診療の原則のもとで、訪問診療とオンライン診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、オンライン診療による
計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり、月１回以上の訪問診療を行っている場合であって、訪問診療を実施した日以外の日にオンライン診療に
よる医学管理を実施した場合に算定できる。なお、当該計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療で行うことが原則であり、オンライン在宅管理料は算定
できない。
イ オンライン診療は、アの計画に基づき、訪問診療とオンライン診療を組み合わせた医学管理のもとで実施すること。
ウ オンライン在宅管理料が算定可能な患者は、在宅時医学総合管理料の算定対象となる患者であって、在宅時医学総合管理料を初めて算定した月から３月以上経過
し、かつオンライン診療を実施しようとする月の直近３月の間、オンライン診療を行う医師と同一の医師により、毎月訪問診療を行っているものに限る。
エ 患者の同意を得た上で、訪問診療とオンライン診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載する。
オ 当該計画に沿って、オンライン診療による計画的な療養上の医学管理を行った際には、当該管理の内容、当該管理に係るオンライン診療を行った日、診察時間等の
要点を診療録に記載すること。
カ オンライン診療による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行
う医師が、同一の保険医療機関に所属する５人以下のチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医
師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない。
［施設基準］
オンライン診療料の施設基準を満たしていること。

精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料 100点（１月につき）
（平成30年度診療報酬改定において新設）

［主な算定要件］

ア 精神科オンライン在宅管理料は、対面診療の原則のもとで、訪問診療とオンライン診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、オンライン診
療による計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものであり、訪問診療を実施した時間帯以外の時間帯にオンライン診療による医学管理を実施した場合に算
定できる。なお、当該計画に基づかない他の傷病に対する診察は、対面診療で行うことが原則であり、精神科オンライン在宅管理料は算定できない。
イ オンライン診療は、アの計画に基づき、訪問診療とオンライン診療を組み合わせた医学管理のもとで実施すること。

ウ 精神科オンライン在宅管理料が算定可能な患者は、精神科在宅患者支援管理料の算定対象となる患者であって、精神科在宅患者支援管理料を初めて算定した月
から３月以上経過し、かつオンライン診療を実施しようとする月の直近３月の間、オンライン診療を行う医師と同一の医師により、毎月訪問診療を行っているものに限る。
エ 患者の同意を得た上で、訪問診療とオンライン診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載する。

オ 当該計画に沿って、オンライン診療による計画的な療養上の医学管理を行った際には、当該管理の内容、当該管理に係るオンライン診療を行った日、診察時間等
の要点を診療録に記載すること。

カ オンライン診療による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、精神科在宅患者支援管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診
療を行う医師が同一の保険医療機関に所属する５人以下のチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複
数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師がオンライン診療による医学管理を行っても差し支えない。

［施設基準］

オンライン診療料の施設基準を満たしていること。 20

中医協 総－１－１
３ ． ８ ． ２ ５



○ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話等を用いた診療及び処方を行う場合であって、電話等を
用いた診療を行う以前より、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話等を用いた診療においても当該
計画等に基づく管理を行う場合は、147点（※）を算定することとする。

○ 薬局で医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話等による服薬指導を行った場合でも調剤技術料、薬剤料、特定保険医療材料料及び薬
剤服用歴管理指導料等を算定できることとする。

○ オンライン診療料の施設基準のうち、「一月あたりの再診料等及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が１割以下である
こと。」については、時限的・特例的な対応として、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、適用しないこととする。

21

○ 新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルスの
感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月10日厚生労働省医政局医事課、医

薬・生活衛生局総務課事務連絡）が発出されたことを踏まえ、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱いについて、以下の対応とする。（令和２
年４月10日付事務連絡）

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話等を用いた診療に対する診療報酬上の臨時的な取扱い

患者

健康相談

電話等を用いた初診

電話等を用いた診療の求め 保険
医療機関

○医師が診療は不要と判断した
場合

○医師が電話等を用いた診療
が可能と判断した場合

○医師が対面診療が必要と判断
した場合

電話等を用いた初診

電話等を用いた再診

○現在受診中では無いが、新
たに生じた症状に対して、
診療を行う場合

○受診中の患者に対し、新た
に別の症状についての診
断・処方を行う場合

実施するサービス

診療報酬上の評価

○ 電話等を用いた初診料（214点）
○ 処方料（42点）
○ 処方箋料（68点）

受診勧奨 自院又は他院における対面診療

診療報酬の対象外

○ 電話等再診料（73点）
○ 処方料（42点）
○ 処方箋料（68点）

○ 電話等を用いた初診料（214点）
○ 処方料（42点）
○ 処方箋料（68点）

当該保険医療
機関の受診歴

無し

当該保険医療
機関の受診歴

有り

時限的・
特例的な対応

事務連絡（２月28日、
３月19日）による対応

中医協 総－３
３ ． ７ ． ７



※１ 各医学管理料の点数による。

※２ オンライン診療料は、慢性疾患等の定期受診患者に対して、対面診療と、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した診療（オンライン診療）を組み合わせた計画に基づき、オンラ

イン診療を行った場合に算定できる。なお、当該計画に基づかない他の傷病に対する診療は、対面診療で行うことが原則であり、オンライン診療料は算定できない。

※３ 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、生活習慣病管理料をいう。

※４ 「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛

生局総務課事務連絡）における留意点等を踏まえて診療を行った場合に算定する。

※５ 以前より対面診療において対象となる医学管理料（※３）を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行うこと。

※６ 医学管理料の種類による。※７「一月あたりの再診料等及びオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が１割以下であること」とする要件は適用しない。

＜調剤料等に係る臨時的取扱い＞

※調剤料等１ 調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料又は薬剤料を算定する。

※調剤料等２ 原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して処方を行った場合にも、調剤料等を算定可能とする。

初診 再診
慢性疾患等を有する

定期受診患者等に対する
医学管理を実施した場合

平時

対面診療 【A000】初診料 288点
【A001】再診料
【A002】外来診療料

73点
74点

【B】疾患等に応じた医学管理料 (※１)

オンライン
診療

×
【A003】

オンライン診療料
（※２）

71点
【B】対象となる医学管理料
（※３）の注に規定する
「情報通信機器を用いた場合」

100点

電話等を用
いた診療

×
【A001】 電話等再診料
（やむを得ない場合）

73点 ×

新型コロナウイ
ルス感染症に
係る臨時的な
取扱い

対面診療 平時と同様の取扱い

オンライン
診療

×
【A003】

オンライン診療料
（※調剤料等２）（※７）

71点
【B】対象となる医学管理料
（※３）の注に規定する
「情報通信機器を用いた場合」

100点

電話等を用
いた診療

【A000】電話等を用いた
場合の初診料
を算定可能（※４）
（※調剤料等１）

214点

【A001】 電話等再診料
（慢性疾患等を有する

定期受診患者等に対して
全例で可能）
（※調剤料等１）
（※調剤料等２）

73点
要件（※５）を満たせば
管理料を算定可能

147点

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての

電話等を用いた診療に関する診療報酬上の臨時的対応に係る整理

時限的・特例的な取扱い
（令和２年４月10日～）

再診等（※６）の患者に対して、要件を満たした上で
医学管理を実施した場合に、医学管理料を算定可能

中 医 協 総 － ３
３ ． ７ ． ７
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在宅医療における臨時的対応について①

○ 新型コロナウイルスの感染が拡大していることにより、在宅医療の現場において、患者等から訪問を控えるよう要請される事案がある
との意見を踏まえ（※）、在宅時医学総合管理料（在医総管）及び施設入居時等医学総合管理料（施設総管）について、新型コロナウイ
ルスの感染が拡大している間、臨時的に以下の取扱いとする。

通常

当月に限り、月２回訪問の
在医総管等を算定可

月２回訪問の在医総管等 月１回訪問の在医総管等

訪問
診療

新型コロナウイルスの感染が拡大している間

１）令和２年４月のみの特例的な取扱い

管理料無し訪問診療を実施
せず、電話等に
よる診療を実施

又は

２）５月以降の臨時的な取扱い

月２回訪問の在医総管等を算定可

訪問
診療

5月以降

３月

又は

４月

訪問
診療

訪問
診療

訪問
診療

電話
診療

（注）２月以上連続で、訪問診療１回＋
電話等再診１回となった場合、2月目
以降は、診療計画を変更し、月１回
訪問の管理料を算定する。

電話
診療

電話
診療

電話
診療

電話
診療

電話
診療

電話
診療

月２回訪問の在医総管等を算定可

訪問
診療

訪問
診療

月２回訪問の在医総管等

（※）患者等が感染への懸念から訪問を拒否する場合であっても、まずは医療上の必要性等を説明し、患者等の理解を得て、訪問診療の継続に努めること。その上で、
患者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応を想定。

前月に在医総管等のうち「月２回以上訪問診療を行っている場合」を算定していた患者の場合

訪問
診療

訪問
診療

訪問
診療

中医協 総－３（改）
２ ． ４ ． ２ ４
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在宅医療における臨時的対応について

24

前月に在医総管等のうち「月１回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者の場合

通常

訪問
診療

月１回訪問の在医総管等を算定

新型コロナウイルスの感染が拡大している間

４月のみの特例的取扱い（※１）

訪問
診療

電話等
再診

訪問
診療

在医総管等は算定不可
訪問診療を実施せず、
電話等による診療を

行った場合

月１回訪問の在医総管
を算定可（※２）

電話等
再診

（※１）５月以降については、通常通りの取扱いとする。
（※２）令和２年３月に「月１回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、４月に電話等を用いた診療を

複数回実施した場合は、「月１回訪問診療を行っている場合」を算定する。

○ あわせて、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、新型コロナウイルスの感染症患者（新

型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者を含む。）に対して、往診等を実施する場合に、必要な感染予防策を講じた上で当該

患者の診療を行った場合には、【B001-2-5】院内トリアージ実施料（300点／回）を算定できることとする。

月１回訪問の在医総管等を算定３月 ４月

感染予防策を講じた上で実施される往診等の評価

中医協 総－３（改）
２ ． ４ ． ２ ４



新型コロナウイルス感染症を踏まえた診療に係る特例的な対応

○ 新型コロナの感染拡大を受けて、自宅・宿泊療養の需要が増加していくことが見込まれる状況に鑑み、自宅・
宿泊療養を行っている新型コロナ感染症患者に対し電話等による初診・再診を実施した場合の評価を拡充。

（令和３年８月16日事務連絡）

電話等を用いた
初診

電話等を用いた
再診

○ 電話等を用いた初診料（214点）

※ 上記に加え、処方料(42点)or 処方箋料(68点)

○ 電話等再診料（73点）

※ 上記に加え、処方料(42点)or 処方箋料(68点)

 電話等を用いた初診・再診を行った場合は、下記図のとおり初
診214点、再診73点となっている。

電話等による初診・再診の現状

● 自宅・宿泊療養中の新型コロナ患者に
対して電話等を用いた初診・再診を行っ
た場合の診療報酬上の評価を拡充する。

追加的対応（令和3年8月16日～）

○ 二類感染症患者入院診療加算
250点（１日当たり１回）

（参考１）二類感染症患者入院診療加算（250点）の特例
・ 令和２年４月８日付け事務連絡で、入院を必要とする新型コロナ患者への診療を特例的に評価。同年４月18日付け事務連絡では、人員配置に応じ追加的に
２～４倍算定可能としている。

（参考２）回復患者への診療に係る特例
・ 後方支援病床の確保の観点から、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、救急医療
管理加算（950点）を最大90日間算定できることとしている（令和３年１月２２日事務連絡）

（参考３）自宅・宿泊療養患者への診療に係る特例
・ 自宅・宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者に対して往診・訪問診療・訪問看護を実施した場合の評価を拡充（往診・訪問診療：救急医療管
理加算950点（1日当たり1回）(令和３年７月30日事務連絡)、訪問看護：長時間訪問看護加算5,200円（１日当たり１回） (令和３年８月４日事務連絡）） 25
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医
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）

基本診療料を算定した医療機関数の推移

初診料 再診料 外来診療料 電話等を用いた場合の初診料(214点) 電話等再診料 ※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時的取扱いを含む。

オンライン診療に係る基本診療料の算定医療機関数

○ 外来診療に係る基本診療料の算定医療機関数は、おおむね変化なく推移している。
○ 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた時限的・特例的対応である電話やオンラインによる初診料（214点）の算定医療機
関数は、令和２年４月、５月以降の算定は安定的に推移している。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時的取扱いを含む電話等再診料の算定医療機関数については、令和２年３月以
降増加しており、約半数の医療機関で算定されている。令和３年４月がピークでその後概ね横ばい。

出典：NDBデータ
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オンライン診療に係る基本診療料の算定医療機関数

○ 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた時限的・特例的対応である電話やオンラインによる初診料（214点）の算定医療機
関数は、令和２年４月、５月以降の算定は安定的に推移している。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時的取扱いを含む電話等再診料の算定医療機関数については、令和２年３月以
降増加しており、約半数の医療機関で算定されている。令和２年４月10日以降、臨時的に算定可能とされている電話等再診を
実施した場合の管理料（147点）の算定医療機関数については、令和２年５月が最多となっている。

出典：NDBデータ
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電話等を用いた場合の初診料(214点)を算定した医療機関数の推移
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（
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数
）

電話等再診料、電話等再診を実施した場合の管理料(147点)を算定した医療機関数の推移

電話等再診料 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いによる管理料147点
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（
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基本診療料の算定回数の推移

初診料 再診料 外来診療料 電話等を用いた場合の初診料(214点) 電話等 ※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時的取扱いを含む

○ 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた時限的・特例的対応である電話やオンラインによる初診料（214点）の算定回数
は、令和２年４月、５月以降は安定的に推移している。

オンライン診療に係る基本診療料等の算定回数
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○ 新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた時限的・特例的対応である電話やオンラインによる初診料（214点）の算定回数
は、令和２年４月、５月以降は安定的に推移している。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時的取扱いを含む電話等再診料、電話等再診を実施した場合の管理料（147
点）の算定回数は増加している。電話等再診料の算定回数は令和２年４月が最高値で、再診料全体の1.5%を占めていた。

オンライン診療に係る基本診療料等の算定回数

出典：NDBデータ
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電話等再診料、電話等再診を実施した場合の管理料(147点)の算定回数の推移

電話等再診料

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いよる管理料147点

※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時的取扱いを含む
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オンライン診療料の算定状況等

○ オンライン診療料の算定医療機関数は、令和２年４月以降概ね横ばいとなっている。

○ オンライン診療料の算定回数は、令和２年４月が最多であり、以降は減少し、令和２年５月以後概ね横ばい
となっている。
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【出典】令和２年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査（令和３年度調査）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する実施状況調査（その２）」

3 3 . 8  

12 . 5  

3 6 . 6  

5 9 . 0  

8 7 . 5  

5 5 . 4  

7 . 1  

0 . 0  

8 . 1  

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 %

全体 n = 2 10

病院 n = 2 4

診療所 n = 18 6

あり なし 無回答

○ システムを用いていると回答した施設（210施設）のうち、システムの利用に係る患者からの費用
徴収が「あり」と回答した施設は33.8%であった。

○ システムの利用に係る患者からの費用徴収が「あり」と回答した施設（71施設）に対して、患者一
人あたりの費用徴収額を尋ねたところ、65施設から回答があり、その平均は787.5円であった。

システムの利用に係る患者からの費用徴収について

（システムを用いていると回答した施設のみ集計 n=210）システムの利用に係る患者からの費用徴収の有無

患者一人あたりの費用徴収額

 n数 平均値（円） 標準偏差 中央値 

全体 65 787.5 814.8 550 

病院 2 589.0 581.2 589 

診療所 63 793.8 823.8 550 

 

31



・ オンライン診療に対する現場の要請が高まってきたことを踏まえ、平成30年３月に医政局長通知として、「オンライン診療の適切な実施に関す
る指針」が発出された。

・ 平成30年度診療報酬改定において、情報通信機器を活用した診療について、対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一
定の要件を満たすことを前提に、オンライン診療料の新設等を行った。

・ 令和２年度診療報酬改定において、情報通信機器を用いた診療の活用推進のため、オンライン診療料の要件の見直し、オンライン診療のよ
り柔軟な活用のための要件見直し等を行った。

・ 新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器
を用いた診療等について、診療報酬上の対応が行われた。

・ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」については、定期的に見直しを行うこととされており、令和３年度において、初診からのオンライ
ン診療の恒久化について、議論が行われた。

オンライン診療に係る課題（小括）
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